
 
「デジタル体験創造フェア（シニア）」開催支援業務企画提案募集要領（案） 

  

 

1 目的  

  県民のデジタル利活用についての理解を促進し、県民の生活の質の向上につなげる一助とするこ

とを目的として開催する「デジタル体験創造フェア（シニア）」について、開催支援業務を委託する

こととし、その業務委託先を選定するため、以下のとおり企画提案者を募集するものです。 

 

2 企画提案を募集する業務  

  別紙「「デジタル体験創造フェア（シニア）」開催支援業務仕様書（案）」のとおり。 

 

3 応募資格  

  応募資格を有する方は、応募する時点で、次の要件を全て満たす者とします。  

（１）青森県内に事務所又は事業所を有する法人又は個人事業主であること。 

（２）当該事業を的確に遂行できる能力を有すること（総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係帳簿

類並びに労働者名簿、出勤簿及び賃金台帳等の労働関係帳簿を整備していること。）。  

（３）宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体、特定の公職者（候補者を含む）や政党な

どを推薦、支持又は反対する目的の団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体や個人

でないこと。  

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により、本県における一

般競争入札に参加できない者でないこと。  

（５）国税及び地方税等の滞納がないこと。 

（６）ＮＰＯ法人については、特定非営利活動促進法第２９条に基づく事業報告書等を提出している

こと。 

 

4 委託件数及び予算額  

 ・委託件数 1 件  

・予 算 額 2,024,000 円（消費税及び地方消費税含む） 

 

5 委託契約期間  

 委託契約日から令和 5 年 12 月 28 日（木）まで 

 

6 事業実施までの流れ  

（１）スケジュール 

  ア 応募期限 

    令和 5 年 8 月１０日（木）１７時 

 イ 書類審査 

   令和５年 8 月１８日（金） 

 



  ウ 委託契約締結 

    令和５年８月下旬（予定） 

（２）応募方法 

様式１「「デジタル体験創造フェア（シニア）」開催支援業務企画提案書」及び様式２「「デジ

タル体験創造フェア（シニア）」開催支援業務企画提案内容」に必要事項を記載し、以下の「対

象となる経費」に基づき積算した経費資料（様式任意）を添付の上、「１２ 問い合わせ先・応

募窓口」まで御提出下さい。 

〇対象となる経費 

（ア）直接経費 

・人件費（※工事作業員等を含む。）、旅費、謝金、通信運搬費、印刷費等の経費 

・消耗品費 

・機材や物品の賃借料 

（イ）その他当該事業に必要と認められる経費（要事前協議） 

・会場使用料（１５万円／社（税抜）を想定） 

・出展企業の経費（１０万円／社（税抜）を想定） 

（ウ）間接経費（管理費等） 

（エ）（ア）～（ウ）にかかる消費税及び地方消費税分 

※次に掲げる経費は対象外。 

・土地、建物、設備、備品（家電、ＰＣ、タブレット、携帯電話、机、いす等）の取得費 

・その他、本委託業務に係る経費であることが証明できない経費 

・国、地方公共団体の補助金、委託費等により、既に支弁されている経費 

 

7 審査の方法及び選定基準等  

（１）審査の方法 

 応募期限後、（２）の選定基準を基に総合的に評価し、書類審査により委託事業者を決定します。 

（２）選定基準 

ア 契約管理（関係者と調整し、必要な契約が正しく行われる仕組みが考慮されているか） 

イ 装飾（青森県ブースとしての一体感を演出するとともに、デジタル技術利用の意識付けにつ 

ながる工夫がなされているか） 

ウ 青森県ブースの運営（青森県ブース全体管理調整可能な体制、スケジュールになっているか） 

エ 人員配置（業務が実現可能な人員配置であるか） 

オ 経費積算（経費は適正か、十分な費用対効果が得られるか） 

 

8 選定結果と契約の締結  

（１）選定結果  

   選定結果は、採否を問わず提案者に対して、文書によりお知らせします。 

（２）委託契約の締結 

  ア 委託業務の成果等は、原則として青森県に帰属します。 

  イ 委託契約の締結に当たっては、地方自治法や青森県財務規則をはじめとする諸規程に基づき、 

委託契約を締結します。 



  ウ 企画提案業務の内容については、調整の上、変更することがあります。 

 

9 実績報告と委託費の支払い等  

（１）実績報告書の提出 

   委託業務の受託者は、業務完了後速やかに、成果品として、実績報告書を提出する必要があり 

ます。 

（２）委託費の請求 

   県が実施する完了検査に合格した後、委託費の請求が可能となります。 

 

10 留意事項  

（１）採択された企画提案については、県からの委託業務として実施します。 

（補助金ではありません。） 

（２）委託業務の実施に当たっては、委託契約書及び仕様書に従っていただきます。また、業務の受

託により得られた情報等については、委託業務終了後においても守秘義務がありますので、留意

してください。 

（３）本委託業務においては、委託費による財産の取得は認められません。 

（４）提出された企画提案書等については返却しません。 

（５）企画提案書等の提出に係る経費は提案者が負担してください。 

 

11 情報公開・情報提供  

  本業務の取組状況や成果については、随時、県のホームページや広報紙等で公開する場合があり

ます。 

 

12 問い合わせ先・応募窓口  

  〒０３０－８５７０ 

  青森県青森市長島一丁目１番１号（県庁南棟３階） 

  青森県企画政策部 DX 推進課 暮らし・まちＤＸ推進担当  担当：四戸 

  電 話：０１７－７３４－９１７９ 

  ＦＡＸ：０１７－７３４－８０２２ 

  電子メール：dxsuishin@pref.aomori.lg.jp 

  ＵＲＬ：https://pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikaku/dxsuishin/SeniorDigiFairkoubo.html 

 

 


